
阿倍野区役所青色防犯パトロール用自動車整備運行管理要綱 

 

１ 目 的 

   本要綱は、市民との協働において安全で安心して暮らせるまちづくりを推進するにあたり、市

民ともっとも身近な区役所にパトロール用自動車を配備し、職員による青色防犯パトロールを

開始するにあたり、当該車両の安全かつ効率的な運用を図ることを目的とする。 

 

２ 基本則 

   職員が青色防犯パトロール用自動車を運行するにあたっては、道路交通法等関係法令を遵守

し、安全かつ効率的な業務執行に努めるものとする。 

 

３ 青色防犯パトロールにかかる安全運転管理者、整備管理者及びパトロール運転従事者 

(１) 安全かつ円滑に車両を整備・運行管理し、青色防犯パトロール業務の安全かつ円滑な業務

執行を確保するため区役所に安全運転管理者を置き、車両を管理する担当課長がその任に

あたるものとする。 

(２) 日常の車両管理を行うため整備管理者を設置し、地域安全対策業務に従事する部門監理主

任、業務主任、企画調整主任がその任にあたるものとする。 

(３) 青色防犯パトロール車両の運転を行う職員をパトロール運転従事者とし、地域安全防犯業務

に従事する職員がその任にあたるものとする。 

 

４ 安全運転管理者の業務 

安全運転管理者は次の業務を行う。なお、安全運転管理者は予め指定した者に安全運転管

理者の業務を委ねることができる。 

・ 車両の運行管理 

・ 運行記録の承認 

・ パトロール運転従事者の登録及び取消 

・ パトロール運転従事者の運転資格調査 

・ パトロール運転従事者の安全運転指導 

・ パトロール運転従事者の交通事故処理 

・ パトロール運転従事者が運転する前における、免許証携帯・有効期限確認及び運転す

る前後の飲酒の有無等体調確認 

・ その他必要な業務 

 

５ 整備管理者の業務 

   整備管理者は次の業務を行う。 

・ 日々始業時の車両点検の確認 



・ 日々終業時の車両点検整備の確認 

・ 運行記録情報の確認 

・ その他必要な業務 

 

６ パトロール運転従事者の義務 

(１) 運転業務従事時には、車両の運行管理に必要な事項を、パトロール運転従事者は安全運転

管理者へ報告しなければならない。 

(２) 道路交通法、その他関係法令を遵守し、常に安全運転を第１に心がけ、事故の防止に努め

なければならない。 

(３) 万一事故等が発生した場合は、直ちに、パトロール運転従事者は安全運転管理者へ報告し、

適切な措置を講じなければならない。 

(４) パトロール運転従事者は、運転免許の停止又は取消の処分を受けた場合、速やかに安全運

転管理者へ報告しなければならない。 

(５) パトロール運転従事者は、運転業務終了時には運行記録として走行者名、走行日時、走行

前走行キロ数、走行後走行キロ数、その他特記事項に関する情報を記録し、整備管理者の

確認を受け、安全運転管理者の承認を受けなければならない。 

 

７ 運行記録情報及び鍵の管理 

   安全運転管理者は運行記録情報並びに車鍵を適切に管理しなければならない。 

 

８ その他 

   この要綱に定めるもののほか、適切な車両の運行、整備及び運用に係る必要な事項は区長

が定める。 

 

９ 施行期日 

この要綱は平成２６年４月１日より施行する。 

  附則 

この要綱は令和２年６月１日より施行する。 

この要綱は令和４年４月１日より施行する。 

この要綱は令和８年３月１日より施行する。 

  



「パトロ-ル実施者」証取得者名簿 

 

氏  名 登録年月日 氏  名 登録年月日 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

※パトロール実施者証の有効期間は裏面記載の受講年月日から２年間です。 

 

 



青色防犯パトロ-ル車両運転従事者登録名簿 

 

氏  名 
免許取得年月日 

(免 許 番 号) 
備  考 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



大阪市阿倍野区役所 青色防犯パトロ-ル用自動車整備運行管理要綱細則 

 

大阪市阿倍野区役所 青色防犯パトロ-ル用自動車（以下「パトロ-ル用自動車」という。）の運行

に際しては、道路交通法等その他関係法令を遵守するとともに、次の事項を厳守すること。 

 

（使用の範囲） 

１ パトロ-ル用自動車の使用範囲は次のとおりとする。 

① 青色防犯パトロール業務 

② 地域安全防犯業務 

③ 災害時緊急対応業務 

④ その他、区長が特に必要と認めた業務 

２ ②～④の業務で使用する場合、安全運転管理者は事前に、当該業務の責任者から運行す

る者の名簿を提出させること。 

３ ②～④の業務で使用するパトロール用自動車は、整備管理者が配車するものとする。 

 

（拡声器の使用の制限) 

４ パトロ-ル用自動車の拡声器から発生する騒音が周辺の生活環境を損なうことのないよう

に努めなければならない。 

 

（運行手続き等） 

５ パトロール用自動車を使用する場合は、「青色防犯パトロ-ル用自動車運行予定表」に基づ

き運行すること。 

 

６ パトロ-ル用自動車による、拡声器使用にあたっては、「道路使用許可申請書」を作成し、決

裁終了後、２週間前までに所管の警察署に届け出て許可を得、「道路使用許可証」を常時

携帯すること。（申請期間は最長一年間） 

 

７ 学校及び通学路付近においての通行禁止時間帯のパトロールについては「通行禁止道路

通行許可申請書」を作成し、決裁終了後、２週間前までに所管の警察署に届け出て許可を

得、「通行許可証」を常時携帯すること。（申請期間は最長一年間） 

   

８ パトロ-ル用自動車を運行する者は、運転免許証又はマイナ免許証の携行の有無や有効

期間の確認、及び飲酒の有無等の確認を受け、所定の場所から車鍵を受け取ること。 

 

９ パトロ-ル用自動車を運行した者は、業務終了後、 パトロ-ル用自動車を所定の場所に保

管し、「青色防犯パトロ-ル用自動車運行記録情報」を作成のうえ、整備管理者に提出すると



ともに、所定の場所に車鍵を返却すること。 

 

１０ 毎日の業務終了後に「青色防犯パトロ-ル用自動車運行記録情報」（日報）に走行距離等

必要事項に関する情報を記録し、安全運転管理者等に提出すること。 

 

（その他） 

１１ 故障及び異変を感知したときは、直ちに運転を中止して点検を行い、安全運転管理者等

の指示に従うこと。 

 

（施行期日） 

  この要綱細則は平成 26年 4月 1日から施行する 

 

（附則） 

    この要綱細則は令和２年６月１日から施行する。 

    この要綱細則は令和８年３月１日から施行する。 


